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本説明会の目的

 原産地規則に関する基本的事項を理解する。

 特に化学品の原産地基準に関する知識を深める。

 特恵税率適用のための条件を理解する。

経済連携協定（EPA）税率の活用
＆ 適正な輸出入申告
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本日の説明事項

 はじめに

関税上の特恵待遇

特恵税率適用のための条件

 原産地基準

 原産地認定のケーススタディ

 積送基準

 手続的規定

 日豪ＥＰＡ 自己申告制度の概要

 原産地手続を巡る最近の動向
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はじめに

4



貨物の輸入に際し、一般の関税率よりも低い関税率

が適用されること

（例）日タイ経済連携協定第18条 関税の撤廃

１ この協定に別段の定めがある場合を除くほか、一方の締約国は、附属書
Ⅰの自国の表において関税の撤廃又は引下げの対象として指定した他方
の締約国の原産品について、当該表に定める条件に従って、関税を撤廃
し、又は引き下げる。

→日本が約束した関税の撤廃又は引き下げは、 タイ原産品 について
適用される。

関税上の特恵待遇

*このセミナーでは、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定を「日タイ協定」といいます。

日タイ協定に基づいて適用される税率も｢特恵税率｣という。

一般特恵（GSP）税率

経済連携協定（EPA）税率
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化学品の関税率の例

税番 品名
MFN
税率

日タイ特恵
税率

2803.00 炭素 WTO3.9% FREE

3206.11
二酸化チタンをもととした顔料及び調製品

（二酸化チタンの含有量が乾燥状態におい
て全重量の80%以上のもの）

WTO3.2% FREE

3901.20 エチレンの重合体（一次製品に限る）
（比重が0.94以上のポリエチレン）

WTO6.5% FREE

3901.90 エチレンの重合体（一次製品に限る）
（その他のもの））

WTO2.8% FREE

3902.30 プロピレンの共同重合体 WTO2.8% FREE

3907.60 ポリ（エチレンテレフタレート） WTO3.1% FREE

*MFN税率とは、基本税率又は暫定税率とWTO協定税率のいずれか低い税率のことをいいます。
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他の国

① 輸入される産品に関し、特恵税率が設定されていること
（ＥＰＡ税率の場合は協定の譲許表、一般特恵税率の場合は暫定法別表）

輸出国

② 生産された貨物が、｢原産品｣で

あると認められること(＝原産地
基準を満たしていること)

③ 運送の途上で｢原産品｣という資格を

失っていないこと(＝積送基準を満た
していること)

④税関に対して、原産地証明書又は原産品

申告書等及び(必要に応じ)運送要件証明
書を提出するなど、必要な手続き（手続
要件）を行うこと

輸入国

★４つの条件をすべて満たさなければいけない！

特恵税率適用のための条件
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原産地規則

原産地基準

完全生産品

実質的変更基準を
満たす産品

積送基準

手続的規定
累積

関税分類変更基準

加工工程基準

付加価値基準

僅少の非原産材料

原産資格を与えるこ
ととならない作業

原産材料のみから
生産される産品

品目別規則

原産地証明書
原産品申告書等
運送要件証明書

原産地規則の３つの構成要素

EPA原産地規則の構成

原産品の３つのカテゴリー

実質的変更基準の例外
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原産地基準
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原産品の３つのカテゴリー

① 完全生産品
（例）生きている動物であって、
当該締約国において生まれ、
かつ、成育されたもの
（家畜等）

（例）当該締約国の土壌、水
域、海底又はその下におい
て抽出され、又は得られる鉱
物その他の天然の物質
（原油等）

② 原産材料のみから生産される産品
生産に使用された材料はすべて原産材料であるため、外見上は１ヵ国で生産･
製造が完結しているように見えるが、実際には他の国の材料(非原産材料)を使
用しているもの

Ｂ国 Ａ国

ポリプロピレンプロピレン
原油
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【参考】 日アセアン包括的経済連携協定（ＡＪＣＥＰ）第24条 原産品

この協定の適用上、次のいずれかの産品であって、この章に規定する他のすべての関連する要件
を満たすものは、締約国の原産品とする。

(a) 当該締約国において完全に得られ、又は生産される産品であって、次条に定めるもの

(b)非原産材料を使用する場合には、第２６条に定める要件を満たすもの

(c)一又は二以上の締約国の原産材料のみから当該締約国において完全に生産される産品

実質的変更基準を満たす産品

この｢大きな変化｣を｢実質的変更｣と呼び、｢実質的変更｣
が起こった国を原産地とする考え方を｢実質的変更基準｣
と呼ぶ。
このような産品を｢実質的変更基準を満たす産品｣と呼ぶ。

大きな
変化

最初の産品（材料）
と違う性質を持って
いる産品

加工等他の国

プロピレン

エチレン

相手国

プロピレン
共重合体



実質的変更基準の種類
 関税分類変更基準

 付加価値基準

 加工工程基準

非原産材料 産品

（関税分類番号） （関税分類番号）

非原産材料と産品の関税分類番号に
特定の変化（※）があれば、実質的変
更があったとする基準

非原産材料 産品
非原産材料

付加価値 付加された価値がある条件
以上であれば、実質的変更
があったとする基準

非原産材料 加工等 産品 非原産材料に特定の加工工程がほど
こされれば、実質的変更があったとす
る基準

⇒我が国の多くのEPAにおいて、実質的変更基準は、品目毎に上記のいずれかの考

え方、あるいは、その組み合わせを採用しています。

（特定の加工）

加工等

加工等
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HS２桁の変更： 他の類の材料からの変更
HS４桁の変更： 他の項の材料からの変更
HS６桁の変更： 他の号の材料からの変更

※

（CTC: Change in Tariff Classification）

（VA: Value Added）

（SP: Specific Processes）
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品目別規則 （PSR：Product Specific Rules）

非原産材料が使用されている産品について、その国の原産

品として認められるために必要なルール（※）をＨＳ番号毎に具

体的に表したもので、各協定毎に定められている。

※関税分類変更基準、付加価値基準及び加工工程基準のこと

（日タイ協定の例）
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非原産材料につい
てのみ検討する。

（例）日タイ協定第3902.30号品目別規則：①他の項の材料からの変更

タイ

日本

Ａ国（非原産品）

第2901.21号

エチレン

第3902.30号

最終製品であるプロピレン共重合体（第3902.30
号）の関税分類変更基準は、｢他の項の材料から
の変更｣となっており、非原産材料であるプロピ
レン、エチレンともに他の項の材料であることか
ら、プロピレン共重合体はタイの原産品と認めら
れる。

Ｂ国(非原産品)

第2901.22号

プロピレン
プロピレン
共重合体

関税分類変更基準
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タイ

日本Ａ国（非原産品）

第2901.21号
エチレン

第3902.30号

Ｂ国(非原産品)

第2901.22号

プロピレン
プロピレン
共重合体

労務費 利益・その他製造経費非原産材料価額（CIF） 原産材料価額

産品の価額（FOB）

CIF 
$100-

CIF 
$50-

FOB 
$500-

（例）日タイ協定第3902.30号の品目別規則：②原産資格割合が40％以上

付加価値基準

原産資格割合
産品の価額－非原産材料価額

産品の価額
＝ ≧ 40％＝

$500－($100+$50)
$500

＝
70
％
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付加された価値

付加価値基準を満たす

プロピレン共重合体は
タイの原産品



加工工程基準

タイ

日本

Ａ国（非原産品）

第2901.21号

エチレン

第3902.30号

Ｂ国(非原産品)

第2901.22号

プロピレン

プロピレン
共重合体

プロピレン共重合体（第3902.30号）は、
非原産材料であるプロピレン、エチレンの
化学反応（重合）により、新たな構造を有
する分子を生じていることから、加工工程
基準を満たしタイの原産品と認められる。

（例）日タイ協定第3902.30号の品目別規則：③化学反応、精製、異性体分離

若しくは生物工学的工程
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原産地規則

原産地基準

完全生産品

実質的変更基準を
満たす産品

積送基準

手続的規定
実質的変更基準の例外

累積

関税分類変更基準

加工工程基準

付加価値基準

僅少の非原産材料

原産資格を与えるこ
ととならない作業

原産材料のみから
生産される産品

品目別規則

原産地証明書
原産品申告書等
運送要件証明書

原産地規則の３つの構成要素

EPA原産地規則の構成

原産品の３つのカテゴリー

再掲
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Ｂ国(非締約国)

非原産材料のＲ１は品目別規則を満た
していないことから、最終製品Ｘは
タイの原産品とは認められない。

Ｒ１が日本の原産品ならば、累積の考
え方を適用して、タイの原産材料とみ
なし、最終製品Ｘはタイの原産品と認
めることが可能となる。

※原産地証明書に「ACU」の
記載が必要。

日本(相手国)

左記の品目別規則
を満たしていない

◎ＥＰＡ相手国の原産品を自国の原産材料とみなすという考え方

タイ原産品の資格を獲得し易いという大きなメリットがある。

（仮定） 終製品Ｘに係る品目別規則：他の項からの変更

タイ

終製品Ｘ
第Ａ項

非原産材料Ｒ１
（日本の原産品）

第Ａ項しかし

原産材料Ｒ３
第Ｃ項

非原産材料Ｒ２
（Ｂ国の原産品）

第Ｂ項

累 積
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Ｂ国(非締約国)

非原産材料のＲ１は品目別規則を満た
していないことから、最終製品Ｘは
タイの原産品とは認められない。

Ｒ１が最終製品Ｘと比べてごく僅かな
部分であった場合、当該ごく僅かな部
分（＝この場合はＲ１）は無視すると
いうのが、「僅少の非原産材料」の概
念。なお、適用できる品目、閾値はＥ
ＰＡ毎に異なる。

Ａ国(非締約国)

◎関税分類変更基準を満たさない非原産材料があったとしても、
それがごく僅かなものなら無視しようという考え方

（仮定） 終製品Ｘに係る品目別規則：他の項からの変更

タイ

終製品Ｘ
第Ａ項

非原産材料Ｒ１
（Ａ国の原産品）

第Ａ項

しかし

原産材料Ｒ３
第Ｃ項

非原産材料Ｒ２
（Ｂ国の原産品）

第Ｂ項

※原産地証明書に「DMI」の記載が必要。

Ｒ１を無視することとなれば、最終製
品Ｘは、タイの原産品と認めることが
可能となる。

ごく僅か

左記の品目別規則
を満たしていない

僅少の非原産材料
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第１類
第２類
第３類

第４類～
第８類

第９類
第10類～
第14類

第15類 第16類 第17類 第18類 第19類 第20類 第21類 第22類 第23類 第24類 第25類
第26類～
第27類

日シンガ
ポール
EPA

×
産品のFOB価額の

7％以下
×

日メキシコ
EPA

産品の取
引価額の
10％以下

（※1）

× 産品の取引価額の10％以下（※1） × 産品の取引価額の10％以下（※1）

日
マ
レ
ー
シ
ア
・

日
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
・

日
ブ
ル
ネ
イ
・

日
フ
ィ
リ
ピ
ン

E
P

A

×

日チリEPA ×

2008.92：
産品のFOB価
額の10％以下

×

産品のFOB価額の7％以下

日タイEPA × 産品のFOB価額の7％以下 ×

日アセアン
包括的EPA

×

産品の
FOB価額
の10％以

下

×

1803.10,
1803.20,
1805.00：

産品のFOB価額
の10％以下

産品のFOB価額の
10％以下

2103.90：
産品のFOB
価額の7％

以下

産品のFOB価
額の10％以下

×

その他：× その他：×

日スイスEPA 産品の工場渡し価額の7％以下
産品の工場渡し価額

の10％以下（※3）

日ベトナム
EPA

×

0901.21,
0901.22：

産品のFOB
価額の10％

以下

×

産品の
FOB価額
の10％以

下

×

1803.10,
1803.20,

1805.00：産品の
FOB価額の
10％以下

産品のFOB価額の
10％以下

2103.90：
産品の

FOB価額

の7％以下

産品のFOB価
額の10％以下

×

その他：× その他：× その他：×

日インド
EPA

×

1604.20,
1605.20,
1605.90：

×

2101.11, 
2101.20, 
2106.10, 
2106.90：

×

2207.10,
2207.20

：×

2501.00：
産品の

FOB価額
の7％以

下

×

産品のFOB価額の7％以下 産品のFOB価額の7％以下 その他：×

日ペルー
EPA

産品のFOB 

価額の
10％以下

（※1）

× 産品のFOB価額の10％以下（※1） × 産品のFOB価額の10％以下（※1）
産品のFOB価額

の10％以下

日ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱEPA

産品のFOB価額の10％以下（※1）
産品のFOB価額の

10％以下

主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表
*適用できる品目、閾値
はEPAごとに異なる。

参考



第28類 第29類
第30類～
第34類

第35類
第36類～
第37類

第38類
第39類 ～

第45類
第46類

第47類～
第49類

第50類 第51類 第52類 第53類
第54類～
第63類

第64類～
第97類

日シンガ
ポール
EPA

産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の 7％以下
産品のFOB価
額の10％以下

日メキシコ
EPA

産品の取引価額の10％以下
関税分類を決定する材料に含まれる特定の繊維又は糸の
総重量が当該材料の総重量の7％以下である場合（※2）

産品の取引価
額の10％以下

日
マ
レ
ー
シ
ア
・

日
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・

日
ブ
ル
ネ
イ
・

日
フ
ィ
リ
ピ
ンE

P
A

産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の 7％以下

産品のFOB
価額の10％

以下

日チリEPA 産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の 7％以下
産品のFOB価
額の10％以下

日タイEPA 産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の10％以下
産品のFOB価
額の10％以下

日アセア
ン包括的
EPA

産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の10％以下
産品のFOB価
額の10％以下

日スイス
EPA

産品の工場渡し価額の10％以下（※3） 産品の重量の 7％以下
産品の工場渡
し価額の10％

以下

日ベトナ
ムEPA

産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の10％以下
産品のFOB価
額の10％以下

日インド
EPA

産品の
FOB

価額の
10％
以下

2906.11, 
2918.14, 
2918.15,
2940.00：

産品のFOB
価額の7％以

下

産品の
FOB

価額の
10％
以下

3505.10, 
3505.20：

産品のFOB
価額の7％

以下

産品の
FOB

価額の
10％
以下

3809.10,
3824.60：
産品の

FOB価額
の7％以下

産品の
FOB

価額の
10％
以下

4601.29,
4601.94,
4602.19：

×

産品の
FOB

価額の
10％
以下

5001.00,
5003.00：

×

51.02,
51.03：

×

52.01～
52.03：

×

53.01,
53.02：

×
産品の
重量の
7％以下

産品の
FOB価額の
10％以下

2905.44：×
3502.11,
3502.19：

×

その他：
産品の

FOB価額
の10％以

下

その他：
産品の

FOB価額
の10％以

下

その他：産品の重量の7％以下
その他：産品
のFOB価格
の10％以下

その他：産品
のFOB価格
の10％以下

日ペルー
EPA

産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の10％以下
産品のFOB価
額の10％以下

日ｵｰｽﾄﾗﾘ
ｱEPA

産品のFOB価額の10％以下 産品の重量の10％以下
産品のFOB価
額の10％以下

※１：産品の生産に使用する非原産材料が、原産品とされる産品と異なる号に掲げられる場合に限り、適用される。

※２：産品の関税分類を決定する材料に含まれる特定の繊維又は糸が、所定の関税分類変更を満たしていないことを理由として、当該産品が原産品と認められない場合に限り適用される。

※３：例外として、第32.04項及び第34.02項については、産品と同じ項に属する非原産材料については工場渡し価額の20％以下の場合と規定されている。

主な僅少の非原産材料の適用対象品目の比較表 *適用できる品目、閾値
はEPAごとに異なる。

参考



原産資格を与えることとならない作業

日アセアン包括的経済連携協定第30条(抄)

（ａ）輸送又は保管の間に産品を良好な状態に保存することを
確保する作業（乾燥、冷凍、塩水漬け等)等

（ｂ）改装及び仕分

（ｃ）組み立てられたものを分解する作業

（ｄ）瓶、ケース及び箱に詰めることその他の単純な包装作業

（ｅ）一の産品として分類される部品及び構成品の収集

（ｆ）物品を単にセットにする作業
（ｇ）（ａ）から（ｆ）までの作業の組合せ 包装用

段ボール

ＫＴ Logistics

特定の作業が行われることのみをもって品目別規則に定める関税分
類変更基準又は加工工程基準を満たすものとはしないという規定

※作業の内容は協定毎に異なることに留意が必要。
22



日本

Ｂ国

Ｃ国

部分品(Ｄ国原産)

ブレーキ

Ａ国

電力

(Ｂ国原産)

工作機械

(Ｃ国原産)
Ｄ国

｢材料」とは、他の産品の生産に使用される産品をいう(例：日タイ協定第27条(i))

ことから、下図のブレーキの生産に使用された電力や工作機械も材
料とみなされ得る。

間接材料

電力等の間接材料については、生産される場所のいかんを
問わず産品が生産される締約国の原産材料とみなすという
規定が設けられている。（日タイ協定第35条、日アセアン包括協定第34条等々）

23

参考



（ⅰ）燃料、エネルギー

（ⅱ）工具、ダイス、鋳型

（ⅲ）設備、建物の維持のために使用される予備部品等

（ⅳ）生産の過程や設備等の稼動のために使用される潤滑剤、

グリース、コンパウンド材等

（ⅴ）手袋、眼鏡、履物、衣類、安全のための設備等

（ⅵ）産品の試験、検査に使用されるもの

（ⅶ）触媒及び溶剤

（ⅷ）その他の物で、その使用が他の産品の生産の一部であると

合理的に示すことができるもの

｢間接材料｣とは、他の産品の生産、試験若しくは検査に使用される
物（当該産品に物理的に組み込まれないものに限る）又は他の産品の生
産に関連する建物の維持若しくは設備の稼動のために使用される
物をいい、次のものを含む。(日タイ協定第27条(h)(抄))

24

参考

間接材料



①輸入：二酸化チタン（第32.06項）

②輸出：タイヤ（第40.11項）

③輸入：種子処理剤農薬（第38.08項）

原産地認定のケーススタディ

25



①二酸化チタン（第32.06項）

シンガポール

二酸化チタン
（第32.06項）

塩素（第2801.10号）

マレーシア

日シンガポール協定 品目別規則 32.06

①第32.06項の産品への他の項の材料からの変更（第28類の材料からの変更を除く。）、

②原産資格割合が四十パーセント以上であること（第32.06項の産品への関税分類の変更を必要としな
い。）又は、

③使用される非原産材料について、締約国において化学反応、精製、異性体分離若しくは生物工学的工
程を経ること（第32.06項の産品への関税分類の変更を必要としない。）。

インド

水酸化アルミニウム
（第2818.30号）

 どれか１つを満たせばよい

酸素（第2804.40号）

シンガポール

インドネシア、中国

コークス（第2713.12号）

インド

チタン鉱（第2614.00号）

26



①二酸化チタン（第32.06項）

シンガポール

二酸化チタン
（第32.06項）

塩素（第2801.10号）

マレーシア

日シンガポール協定 品目別規則 32.06

①第32.06項の産品への他の項の材料からの変更（第28類の材料からの変更を除く。）、

②原産資格割合が四十パーセント以上であること（第32.06項の産品への関税分類の変更を必要としな
い。）又は、

③使用される非原産材料について、締約国において化学反応、精製、異性体分離若しくは生物工学的工
程を経ること（第32.06項の産品への関税分類の変更を必要としない。）。

インド

水酸化アルミニウム
（第2818.30号）

酸素（第2804.40号）

シンガポール

27

インドネシア、中国

コークス（第2713.12号）

インド

チタン鉱（第2614.00号）

日シンガポール協定上
のシンガポール原産品と
認められない。



①二酸化チタン（第32.06項）

シンガポール

二酸化チタン
（第32.06項）

塩素（第2801.10号）

マレーシア

日シンガポール協定 品目別規則 32.06

①第32.06項の産品への他の項の材料からの変更（第28類の材料からの変更を除く。）、

②原産資格割合が四十パーセント以上であること（第32.06項の産品への関税分類の変更を必要としな
い。）又は、

③使用される非原産材料について、締約国において化学反応、精製、異性体分離若しくは生物工学的工
程を経ること（第32.06項の産品への関税分類の変更を必要としない。）。

インド

水酸化アルミニウム
（第2818.30号）

酸素（第2804.40号）

シンガポール

28

インドネシア、中国

コークス（第2713.12号）

インド

チタン鉱（第2614.00号）

日シンガポール協定上
のシンガポール原産品
と認められる。



②タイヤ（第40.11項）

日本米国

タイヤ
（第40.11号）

合成ゴム（第40.02項）

タイヤコード（第59.02項）

硫黄（第28.02項）

日タイ協定 品目別規則 40.05-40.11

①第40.05項から第40.11項までの各項の産品への当該各項以外の項の材料からの変更、

②原産材料資格割合が40％以上であること（第40.05項から第40.11項までの各項の産品への関税分類番号
の変更を必要としない。）又は、

③使用される非原産材料についていずれかの締約国において化学反応、精製、異性体分離の各工程若しく
は生物工学的工程を経ること（第40.05項から第40.11項までの各項の産品への関税分類番号の変更を必要
としない。）。

韓国

中国

29

配合剤（第38.12項）

タイ

輸出

カーボンブラック（第28.03項）

A社



②タイヤ（第40.11項）

日本米国

タイヤ
（第40.11号）

合成ゴム（第40.02項）

タイヤコード（第59.02項）

硫黄（第28.02項）

韓国

中国

30

配合剤（第38.12項）

タイ

輸出

カーボンブラック（第28.03項）

A社

日タイ協定上の日本原産
品と認められる。

その他手続的要件と
積送要件を満たせば、
タイでの関税が無税に

日タイ協定 品目別規則 40.05-40.11

①第40.05項から第40.11項までの各項の産品への当該各項以外の項の材料からの変更、

②原産材料資格割合が40％以上であること（第40.05項から第40.11項までの各項の産品への関税分類番号
の変更を必要としない。）又は、

③使用される非原産材料についていずれかの締約国において化学反応、精製、異性体分離の各工程若しく
は生物工学的工程を経ること（第40.05項から第40.11項までの各項の産品への関税分類番号の変更を必要
としない。）。



③種子処理剤農薬（第38.08項）

インド

インド

農薬原体（第29.34項）

種子処理剤農薬
（第3808.91号）
FOB $1,000

日インド協定第32
条（僅少の非原産
材料）の規定にお
ける閾値は、第
3808.91号の産品

については、産品
のFOB価額の
10％以下。

凍結防止剤（第29.05項）

界面活性剤Ⅰ（第39.07項）

界面活性剤Ⅱ（第34.02項）

消泡剤（第39.10項）

増粘剤（第29.34項）

ドイツ

マレーシア

中国

僅少の非原産材料の規定を適
用すれば、日インド協定上のイ
ンド原産品と認められる。コーティング剤（第39.07項）

防ばい剤（第38.08項） CIF$0.5 31

日インド協定 品目別規則

3808.91-3808.99 第3808.91号から第3808.99号までの産品への他の項の材料からの変更



輸出者へのEPA利用支援に係る取組み

各税関・財務局におけるEPA利用セミナーの開催

（各地の商工会議所や財務局と連携）

各税関における輸出の個別相談

（原産地規則、原材料の関税分類（HS番号））

原産地証明書の取得／原産品申告書等の作成

輸出

（相手国の輸入時に、原産地証明書等に基づきEPA税率を適用）

○相手国でEPA税率を適用するには、製品がEPA原産品であることを証明した又は申告
する書類が必要

○EPAの原産品か否かの判断には、原産地規則や関税分類の理解が必要

32



積送基準

33



積送基準
⇒貨物が日本に到着するまでに原産品としての
資格を失っていないかどうかを判断する基準

日本Ａ国

Ｂ国

条件①：
直接輸送されること

条件②：

第三国を経由する場合には、積
卸し及び産品を良好な状態に保
存するために必要なその他の作
業のみ許容される。

以下のいずれかの条件を満たす場合、産品は原産品としての資格を保持する。

※条件②の場合は運送要件証明書の提出が必要 34



☆直接運送 ⇒ 運送要件証明書の提出は不要

☆第三国経由 ⇒ 運送要件証明書の提出が必要

☆運送要件証明書：

①通し船荷証券の写し

②積替国の税関、官公署が発給した証明書

③税関長が適当と認めるもの

Ａ国 日本

Ｂ国

貨物について、運送上の
理由による積替え、一時
蔵置若しくは博覧会等へ
の出品のための経由

積送基準を満たしていることの証明

35



手続的規定

36



特恵適用のための手続要件

税関における手続き

 原産地基準を満たした原産品であるこ
とを証明した又は申告する書類を提出
すること

 積送基準を満たしていることを証明した
書類を提出すること
（第三国を経由して運送された場合）

THROUGH 
B/L

37



（関税法第68条、関税法施行令第61条第8項）

38

(提出免除：関税法基本通達67-3-4, 68-5-1、 保存義務：関税法施行令第4条の12 )

・特例申告に係る貨物は、原産地証明書等及び運送要件証明
書の提出の省略が可能

‐ 保存義務あり

‐ 取得期限は特例申告時まで

◇運送要件証明書：輸入申告時

◆ 証拠書類の提出時期
◇原産地証明書等（※）：輸入申告時

（関税法基本通達68‐5‐15, 16）

・ただし、次の場合には原則として２か月以内の適当な期間、

原産地証明書等の提出猶予の取扱いが可能

‐ 災害その他やむを得ない理由がある場合

‐ 許可前引取（ＢＰ）を行なう場合

※原産地証明書、原産地申告、原産品申告書等を指す。

（関税法第68条、関税法施行令第61条第4項）



◇ 原産地証明書等
・課税価格の総額が２０万円以下の貨物

（関税法施行令第61条第１項第２号イ）

・輸入国が提出を免除する貨物

◇ 運送要件証明書
・課税価格の総額が２０万円以下の貨物

（関税法施行令第61条第１項第２号ロ）

39

◆ 原産地証明書等の有効期限：発給から1年間

◆ 証拠書類の提出免除

＊一般特恵における「税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らか

であると認めた物品」（明らか物品）に該当する物品。ＥＰＡ特恵に関しては具体

的な産品の指定はない。 なお、「明らか物品」に該当する物品であっても、経済

連携協定税率を適用する場合は原産地証明書を提出する必要がある。

（関税法施行令第61条第3項）

◆ 対象となる輸入：１回限り
（関税法基本通達68‐5‐11（2）ニ）



それぞれのＥＰＡ原産地証明書における必要的記載事項

 現在、我が国が締結して
いるＥＰＡ（１４本）上の原
産地証明書における必要
的記載事項

 記載に不備の無い原産地
証明書を用意することが
大原則

 税関ウェブサイトに掲載

http:/www.customs.go.jp/kyotsu/
kokusai/gaiyou.htm

40



原産地証明書の記載事項と留意点

原産地証明書の記載事項は、主に以下の（1）から
（3）の項目・内容から構成されている。

41

（１）真正性に係る項目

品名、数量等
インボイス番号、輸出入者名
特別な品名・説明の記載 等

（２）貨物の同一性に係る項目

様式
印影・署名
有効期間・遡及発給の記載
修正・再発給の記載 等

（３）原産性に係る項目
ＨＳ番号
特恵基準 等



42
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タ
イ
発
給
の

日
タ
イ
経
済
連
携
協
定
原
産
地
証
明
書

ZAIMU INTERNATIONAL CO.,LTD.
1111‐1 CENTER BLD.
WATKET A,MUANG CHIANGMAI
THAILAND

0000‐00

ZP001
January
19,2011

20,000
kg

CHIANGMAI   January 19 ,2011 January 19, 2011
輸出者
署 名 登録署名

登録
印影

CHIANGMAI

真正性に係る項目

同一性に係る項目

1

2

3

1

2 2

日タイ協定の場合

原産性に係る項目3

1,000CTNS

TOMATO KETCHUP

NO MARK

ZEIKAN SHOJI CO.,LTD.
2‐7‐11 AOMI, KOTO‐KU, TOKYO, 
JAPAN

FROM CHIANGMAI THAILAND
TO TOKYO JAPAN BY SEA
ON BOARD DATE : January 12, 2011
VESSEL : ZEIKANMARU

1. 

HS CODE:2103.20

“DMI”

“PS”

2 1

2

3

43

1
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参考

44



（注）日シンガポール協定、日スイス協定の各原産地証明書には記載されない。

原産地証明書に記載される原産地基準の記号

協定名

マレーシア
インドネシア

ブルネイ
フィリピン

メキシコ チリ タイ
アセアン

包括
ベトナム インド

ペ
ルー

オー
ストラ
リア

（参考）

一般特
恵

（ＧＳＰ）

完全生産品 Ａ ＷＯ Ａ （a） ＷＯ Ｐ

原産材料のみから生産される産品 Ｂ ＰＥ Ｂ （b） ＰＥ
W＋

ＨＳ４桁

実質的
変更基
準を満
たす産
品

一般
ルール
を満た
す産品

ＨＳコード４
桁変更

―
ＣＴＨ

Ｂ

― ―

W＋
ＨＳ４桁

付加価値基
準

ＲＶＣ ＬＶＣ ―

品目別
規則を
満たす
産品

関税分類変
更基準

Ｃ
ＰＳ

ＣＴＣ

（c） ＰＳＲ
Ｗ＋

ＨＳ４桁
付加価値基
準 ＲＶＣ ＬＶＣ

加工工程基
準 ＳＰ

その他
（D：各協定の条文を満たす産品、TPL：繊維

製品にかかる「適性証明書」が必要）

― Ｄ
ＴＰＬ

Ｄ ―

適用す
る場合
記載

累積 ＡＣＵ ― ―

―僅少の非原産材料 ＤＭＩ ― ―

代替性のある産品及
び材料

ＦＧＭ ― ＩＩＭ ＦＧＭ ―

45
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日豪ＥＰＡ自己申告制度の概要

46



「自己申告制度」導入に伴う原産性確認手続等

日豪ＥＰＡ（原産地規則章）において、新たに以下の
制度を導入。

（１）ＥＰＡ税率の適用を受けるための原産性確認方
法として、

・ 輸出国発給機関が発給する原産地証明書による
証明方法（従来の方法）

に加え、

・ 輸入者等が自ら作成した、輸入貨物が原産品で
ある旨の申告書を提出する方法（自己申告制度）

を導入

（２）上記を踏まえ、
① 輸入国税関として、輸入貨物の原産性を確認

するための手続を整備
② 輸出国税関として、相手国税関の情報提供要

請に応える手続を導入

自己申告制度の下では、原産地
証明書の取得が不要であり、輸出
入関係者の手続が簡素となり、貿
易円滑化に資する。

（※ 自己申告制度は、米・カナダ等
先進国のＥＰＡで広く導入されて
いる）

メリット

原産品であることの確認は、

・輸入通関時の一定の資料の提出

・事後的な確認手続

により可能

新制度

経済連携協定締約国からの貨物の輸入に対し当該協定で定められた特恵税率を適用するために
必要な、当該輸入貨物が締約国の原産品であることを確認する手続。

原産地手続とは



◆ 輸出者による申請により、輸出国の発給機関が原産地証明書を発給。

◆ 貨物の輸出前に輸出国の発給機関が事前に審査を行うことによりEPA税率の適正な適用を確保。

◆ 輸入者は、EPA税率を適用して輸入申告する際に原産地証明書を輸入国税関に提出。

輸入者

輸入国税関

輸出国の発給機関

③ 発給

豪州
④ 輸 出

（Ｅ
Ｐ
Ａ
税
率
）

⑤

輸
入
申
告

① 申請

生産者 輸出者

原産地

証明書

必要な情報

原産地

証明書

日本

輸入者

輸入国税関

豪州

① 輸 出生産者 輸出者

日本

原産品
申告書
作成可 原産品

申告書

原産品である

ことを明らかに

する書類

③ 原産性の審査及び事後確認

◆ 日豪EPAにおいて初めて採用。

◆ 輸出者、生産者又は輸入者は原産品申告書の作成が可能。

◆ 輸入者は、EPA税率を適用して輸入申告をする際に原産品申告書のほか、原産品であることを明らかにする書類を日本税関
に提出。

◆ 従来の第三者証明制度も利用可能。

第
三
者
証
明
制
度

② 原産性の事前審査

（Ｅ
Ｐ
Ａ
税
率
）

②

輸
入
申
告

原産品
申告書
作成可

原産品
申告書
作成可

自
己
申
告
制
度

第三者証明制度と自己申告制度
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協定第3.17条の規定により、

のいずれかの文書が特恵待遇要求（＝日豪EPA税率での申
告）の際に提出する証拠書類。

原産地証明書

または

原産品申告書

協定上の原産地に関する証拠書類の種類

原産地証明書
第三者証明制度によるもの
(※様式はACCI発給のものとAIG

発給のものの２種類あります)

原産品申告書
自己申告制度によるもの
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その他の
書類

(契約書、
価格表等)

具体的な輸入申告方法（自己申告制度）
 通常の輸入申告書類に加え、原則として、原産品申告書及び原産品であることを明らかにする書類

の提出が必要。
 NACCSを利用して電子的に提出が可能（原産品申告書及び原産品であることを明らかにする書類

の原本の提出は不要）。

 原産品申告書及び原産品であることを明らかにする書類を提出する際に使用する書面については、
税関様式として定める。

※輸入申告（EPA税率の要求）書類のイメージ

原産品
申告書

原産品申告
明細書

+輸入（納税）
申告書

インボイス
パッキングリ

スト
船荷証券

（B/L）

（注）原産品であることを明らかにする書類は、次の①から③のいずれかに該当する場合、その提出を省略可能

① 文書による事前教示を取得している場合

② 一次産品（鉱物等）であって、仕入書等の通関関係書類により、豪州の完全生産品であることが確認ができる場合
③ 課税価格の総額が20万円以下の場合

原産品であることを明らか
にする書類
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原産品申告書

（1）必要的記載事項

・輸出者又は生産者の氏名又は名称及び住所

・産品の概要（品名及び関税分類番号（HS2012年

版）、包装の個数及び種類、包装の記号及び番号、
重量及び数量、適用する原産性の基準、適用する
その他の原産性の基準）

・仕入書の番号及び日付並びに積送される貨物を
確認するための情報（判明している場合）

・本原産品申告書の作成者の情報と共に、印又は
署名（電子的な署名も可）

（2）様式、使用言語等

・税関様式C-5292を使用。（任意の様式の使用も
可）

・日本語又は英語により作成。

・作成の日から1年間有効

・１回の輸入に適用。

 輸入者が作成する場合には日本語での作成が可能。
 通関業者が代理で作成することも可能。
 課税価格の総額が２０万円以下の場合、原産品申告書の提出を省略可能。

（参照規定） 協定第3･16条、実施取極第2･3条
関税法基本通達68-5-11の3 51



（1）記載事項

・仕入書の番号及び日付

・原産品申告書における産品の番号

・産品の関税分類番号（HS2012年版）

・適用する原産性の基準

・適用した原産性の基準を満たすことの説明

→次頁参照

・当該説明に係る証拠書類の保有者等

・明細書の作成者の情報と共に、当該者の印又
は署名（電子的な署名も可）

（2）様式及び使用言語

・税関様式C‐5293を使用。

・日本語により作成。

 明細書は輸入者が作成（通関業者が代理で作成することも可能）。
 明細書に必要事項を記載し、これに明細書に記載された説明内容を確認できる書類を添付し提出

原産品であることを明らかにする書類

（参照規定） 協定第3・17条2（ｃ）
関税法基本通達68-5-11の4
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 明細書中の「適用した原産性の基準を満たすことの説明」は、輸入される貨物や使用される原産地
基準によって異なるが、以下のような資料に基づいて原産性を満たしている事実を記載し、関係書
類を添付する。

【完全生産品の場合】

産品が豪州において完全に得られた産品であることを確認
できる契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等

【原産材料のみから生産された産品の場合】

すべての一次材料（※）が豪州の原産品であることが確認で
きる契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各
材料・部品の投入記録、製造原価計算書等
（※）一次材料 ： 産品の原材料となる材料をいい、当該原材料の材料を除く

【実質的変更基準を満たす産品の場合】

イ.関税分類変更基準を適用する場合

すべての非原産材料の関税率表番号が確認できる総部品
表、材料一覧表、製造工程フロー図、生産指図書等

ロ.付加価値基準を適用する場合

産品のFOB価額とすべての非原産（一次）材料のCIF価額
による計算式によって特定の付加価値を付けていることが
確認できる製造原価計算書、仕入書、伝票、請求書、支払
記録等

ハ.加工工程基準を適用する場合

当該基準に特定の製造又は加工の作業が行われているこ
とが確認できる契約書、製造工程フロー図、生産指図書、
生産内容証明書等

原産品であることを明らかにする書類

（参照規定） 関税法基本通達68-5-11の4(2)ロ

明細書に添付する書類(例）
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記録の保管に関する義務（協定第3.20条）

輸入者は、関係書類を輸入許可の日の翌日から原則として5年間保存する必要がある。

保存書類は、申告内容に応じて事業者自身が原産性を判断し、原産品申告書を作成す
るに際して用いた契約書、仕入書、価格表、総部品表又は製造工程表等。

書類の保存（輸入面）

原産品申告書

原産品申告明細書

契約書、仕入書、価格表、総部品表、

製造工程表、投入記録、出荷記録、

支払記録、帳簿 等

（その他、誓約書の保存が必要な場合あり）

保存書類のイメージ

※輸入申告の際に税関へ提出した書類については保存書類の対象とはなりません。

（参照規定）
関税法第94条（帳簿の備付け等）
同施行令第83条（帳簿の記載事項等）
同基本通達94-1(3)
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(ｲ) 輸入者に対し、貨物が原産品であることを示す情報を要請/質問検査。

(ﾛ) 輸出締約国の発給機関又は税関当局に対し、原産性の事後確認のための情報を要請。

(ﾊ) 輸出者や生産者に対し、貨物が原産品であることを示す情報を要請。

(ﾆ) 輸出者や生産者の施設に原産性の事後確認のための訪問を実施。
（注）上記(イ)から(ニ)までの事後確認手続に優先順位はない。

◆ 輸入者、輸出者又は生産者が十分な情報を提供しない場合等はEPA税率の適用を否認。

事後確認手続等 （輸入締約国としての対応)

輸入者

日本税関

輸出国（豪州） 輸入国（日本）

生産者 輸出者

豪州の発給機関

(ﾆ) 訪 問

(ﾛ)情報要請

(ﾊ)情報要請

豪州税関

(ｲ)情報要請
/ 質問検査

(ﾛ)’情報要請
/ 質問検査
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自己申告制度（日本からの輸出面）

 豪州税関当局は輸入通関時に原産品申告書に加え、EPA税率の適正な適用の確保のため、必要
に応じてその他の資料の提出を求めることとしている。

 輸出者又は生産者は、わが国から輸出しようとする産品が原産品であることを示す輸出者又は生産
者が有する情報に基づいて、原産品申告書を作成できる。

（注）輸出者は生産者の作成した誓約書（電子媒体可）に基づき原産品申告書を作成することも可能。

 豪州税関においても事前教示制度が導入されている。豪州での具体的な輸入通関手続については、
豪州税関ウェブサイト等を参照。

※日本から輸出する場合

輸入者

豪州税関

日本

① 輸 出生産者 輸出者

豪州

原産品
申告書
作成可 原産品

申告書

その他
の資料

（Ｅ
Ｐ
Ａ
税
率
）

②
輸
入
申
告

原産品
申告書
作成可

原産品
申告書
作成可

※豪州税関ウェブサイト

http://www.customs.gov.au/

豪州に輸出する際の留意点-①
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原産品申告書の作成者（日本からの輸出面）

（1）必要的記載事項

・ 輸出者の氏名又は名称及び住所

・ 生産者の氏名又は名称及び住所

・ 産品の概要（品名及び関税分類番号、

包装の個数及び種類、包装の記号及

び番号、重量及び数量、適用する原産

性の基準、適用するその他の原産性

の基準）

・ 仕入書の番号及び日付

・ 貨物の積送を確認するための情報等

・ 本原産品申告書の作成者の情報と

共に、印又は署名（電子的な署名も可）

（2）様式及び使用言語

・ 豪州税関の指定するフォームを使用。

・ 英語により作成。

 輸入の場合と同じく、輸出者、生産者、輸入者のいずれかが作成可能。
 英語で作成する必要がある。

豪州に輸出する際の留意点-②

57



書類の保存（輸出面）

原産品申告書又は誓約書を作成した者は、関係書類を作成の日から原則として5年間保
存する必要がある。

保存書類は原産品申告書や誓約書の写しのほか、申告内容に応じて事業者自身が原
産性を判断し、原産品申告書を作成するに際して用いた契約書、仕入書、価格表、総部
品表又は製造工程表等。

原産品申告書/

誓約書

契約書、仕入書、価格表、総部品表、

製造工程表、投入記録、出荷記録、

支払記録、帳簿 等

豪州に輸出する際の留意点-③

保存書類のイメージ
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輸出国（日本） 輸入国（豪州）

輸入者

豪州税関日本税関 （+関係省庁）

① 情報要請

④ 情報提供

書類の保存（※1）

③ 回答

生産者 輸出者

（※1）原産品申告書等を
作成した場合。

（※2）税関職員の質問等に応じなかった者、及び
虚偽の記載をした原産品申告書等を交付した
者に対する罰則を規定。

情報要請

情報要請

訪 問
②-2 質問検査

（経済産業省の立会い）

②-1 資料提出要請

◆輸入締約国が貨物の原産性に疑義を持った際には、我が国の輸出者・生産者に対して事後確認手続がなされること
がある。

◆ 輸入締約国の税関当局から輸出締約国の税関当局へ情報提供の要請があった場合には、関係省庁との協力の枠組
みの下に、輸入締約国の税関当局に情報を提供。

◆ 輸出者又は生産者は、原産品申告書の内容を確認するために必要な書類等を5年間保存。
◆ 日本税関は、必要な限度において、輸出者又は生産者に対し、質問等を実施。

情報提供等 (輸出締約国としての対応)

※豪州税関からの要請に対応しない場合等
は特恵否認されるおそれがある。



原産地手続を巡る最近の動向

60



： 大筋合意

： 署名

： 共同研究等

： 交渉

： 発効済み

（注１）ASEANとの日ASEAN包括経済連携協定は、物品貿易については署名・発効済であるが、投資・サービスについては、2010年から交渉中。

（注２）ＧＣＣ（湾岸協力理事会） ： アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クェート、サウジアラビア、バーレーン（計 ６か国）；2009年以降、交渉延期

（注３）ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携） ： ＡＳＥＡＮ加盟国（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス）、

日本、中国、韓国、豪州、ニュージーランド、インド（計 16か国）

（注４）TPP（環太平洋パートナーシップ） ：シンガポール、ニュージーランド、チリ、ブルネイ、米国、豪州、ペルー、ベトナム、マレーシア、カナダ、メキシコ、日本（計12か国）

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

シンガポール

メキシコ

マレーシア

チリ

タイ

インドネシア

ブルネイ

ASEAN（注１）

（物品貿易）

フィリピン

スイス

ベトナム

インド

ペルー

豪州

韓国

ＧＣＣ（注２）

モンゴル

ASEAN（注１）

（投資・サービス）

カナダ

コロンビア

日中韓

ＥＵ

ＲＣＥＰ（注３）

TPP（注４）

トルコ

11月

４月

９月

11月

７月

７月

12月

９月

10月

９月

３月

４月

８月

６月

４月

２月

12月

５月

12月

８月

11月

５月

12月

５月

協定の見直し 改正議定書発効

１月 ９月

11月

９月

11月

12月 ７月

７月

９月

５月 ３月

改正議定書発効４月協定の見直し３月

６月

９月

９月

９月

６月

９月

９月

２月
８月

３月

４月

11月

５月

３月

11月

11月

12月

７月

７月

９月

12月

12月

４月 ４月 ７月 １月

２月

各国とのＥＰＡの進捗状況 （2015年2月時点）
： 見直し・再協議



22.6% 発効済

61.8% 交渉中
・中国（20.1%）

・韓国（6.0%）

・EU（9.7%）

・米国（13.1％）＊

・カナダ（1.3%） ＊

・ニュージーランド（0.3%）＊

・トルコ（0.2％）

・コロンビア（0.1％）

・GCC（11.1%）
※2009年以降、交渉延期

（出典）財務省「貿易統計 国別総額表」2013年（確定値）より作成

15.6% その他
・台湾（4.2%） ・香港（2.5%） ・ロシア（2.2%）

・メルコスール（1.4%）

［うち ブラジル（1.1%）、アルゼンチン（0.2%）］

・イラン（0.5%） ・南アフリカ共和国（0.7%） 等

日本の貿易総額に占める国・地域別割合

・ASEAN（14.8%） ・メキシコ（0.9%）

・チリ（0.6%） ・スイス（0.7%）

・インド（1.0％） ・ペルー（0.2％）

・豪州（4.4%）

（ASEAN メンバーのうち二国間

ＥＰＡも発行済の国）

・タイ（3.7%） ・インドネシア（3.0%）

・マレーシア（2.9%） ・ベトナム（1.6%）

・フィリピン（1.2%） ・ブルネイ（0.3%）

・シンガポール（1.8%）

84.4%  ＥＰＡ発効済・交渉段階の国・地域

0.02% 署名済
・モンゴル（0.02%）

【参考】主要国のＦＴＡ比率（注）（2014年７月現在 発効・署名済のもの）

日本：23％、米国：40％、ＥＵ：30％、韓国：38％、中国：24％

（注）ＦＴＡ比率：ＦＴＡ相手国（発効済国又は署名済国）との貿易額が貿易総額に占める割合

（出典）貿易額は、日本は財務省貿易統計（2013年）、他国はＩＭＦ Direction of Trade Statistics（2013年）より作成。

（注）＊は「交渉中」のうち、TPP交渉参加国
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第三者証明 認定輸出者自己証明 事業者による自己申告

輸出者の申告に基づき、輸出
国政府(発給機関)が発給する
原産地証明により、輸入者が
証明

輸出国政府が認定した認定輸出
者が作成した原産地申告により、
輸入者が証明

輸出国政府が証明に関与 完全自己申告

輸出者／製造者／輸入者が作成した
原産地申告文書 により、輸入者が
証明

アセアン、日本、中国 ＥＵ､スイス 米国、カナダ、メキシコ（墨）、 チリ、
豪州、ＮＺ

※日本が、スイス協定、ペルー
協定、メキシコ協定で導入

取引毎の原産地証明、原本が必要（コ
ピー、電子媒体不可）

取引毎の原産地証明、原本が必要（コ
ピー、電子媒体不可）

契約毎の原産地申告文書
（コピー、電子媒体 可）

※日本が、オーストラリア協定で導入

諸外国のFTA証明手続の類型
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原産地規則の理解を深めて頂くために・・・

• 東京税関業務部総括原産地調査官
部門は、原産地規則を説明する講
師（税関職員）を派遣します（全
国を対象）。

• ご関心がありましたらお気軽にお
問い合わせください。
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輸入者の皆様へ

輸入通関をよりスムーズに行い、一層の正確性を期すため、
原産地認定 についての

カスタム君

「文書による事前教示」とは、
輸入を予定している貨物の原産地を税関に文書で照会し、文書で回答を受け
ることができる制度で、
●事前に一般特恵税率や経済連携協定税率の適用が可能か知ることができる
●輸入申告時に回答書を添付することにより、原産地の認定がスムーズに行
われ、貨物の引取りが早くなる
●回答内容は、照会された商品の輸入通関審査に際し、３年間尊重される

などのメリットがあります。

◎ 《 文書による事前教示照会書の様式の入手方法 》
・税関ホームページ（http://www.customs.go.jp）からダウンロードできます。
・トップページのピックアップ中「 税関手続きの案内 税関様式及び記載要領」

→「関税法関係[C]」で様式の一覧表が表示されます。
○ 原産地については、事前教示に関する照会書(原産地照会用) (C-1000-2)」

◎ 《 具体的な手続等に関しては、関税法基本通達7-17、7-18、7-19-2をご参照ください。》
・税関ホームページ（ http://www.customs.go.jp ）からご覧になれます。

＞
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税関ホームページ
http://www.customs.go.jp/

『輸出入の手続き』をクリック

『事前教示』はここをクリック

『経済連携協定（ＦＴＡ/ＥＰＡ）』はここをクリック

参考

『原産地規則について』をクリックすると
□ 不備ある原産地証明書の取扱い
□ 原産地規則に関する講師派遣のご案内
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ご不明の点があれば・・・

 ご質問・ご不明の点等がありましたら、お近くの税関又は貨物を輸入申告する
税関の原産地規則担当部門(下記参照)にご照会下さい。

上記の各税関原産地規則担当部門においては、原産地に係る文書に
よる事前教示も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

適用税率等のＥＰＡ関連の情報は税関ホームページ
(http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/fta-epa_index.htm)からご覧いただけます。

税関事前教示メールアドレス、連絡先、FAX番号一覧

税関 メールアドレス 電話番号 FAX番号

東京税関 tyo-gyomu-origin@customs.go.jp 03-3599-6527 03-3599-6429
横浜税関 yok-gensanchi@customs.go.jp 045-212-6174 045-201-7291
神戸税関 kobe-gensan@customs.go.jp 078-333-3097 078-333-3187
大阪税関 osaka-gensanchi@customs.go.jp 06-6576-3196 06-6576-0362
名古屋税関 nagoya-gyomu- 052-654-4205 052-654-4184
門司税関 moji-gyomu@customs.go.jp 050-3530-8369 093-332-8397
長崎税関 nagasaki-gensanchi@customs.go.jp 095-828-8665 095-827-0580
函館税関 hkd-gyomu-gensan@customs.go.jp 0138-40-4256 0138-45-8872

沖縄地区税関 oki-9a-bunrui@customs.go.jp 098-862-8692 098-863-0390
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ご清聴ありがとうございました。

本資料の利用についての注意事項
本資料を著作権法上認められている「私的利用」の範囲を超えて複製・転載する場合には、下記までご連絡をお

願いします。
東京税関業務部総括原産地調査官 TEL 03-3599-6612

本資料は、東京税関業務部総括原産地調査官において、作成日現在の法令に基づき作成しております。
法令・制度等についての 新の情報を確認する必要がある場合は、必ずご自身で 新情報をご確認ください。


